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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 61） 

（情報提供） 

 

 今般、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等につい

て、別紙のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、お知らせいたします。 

今回の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て（その 53）」の問２に示される患者に対して、14 日を超えて週４日以上の頻回の訪問看

護・指導が一時的に必要な場合において、 

①同一月に更に 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料の算定が可能であること、 

②特別訪問看護指示書を月２回交付した場合に、２回目の交付についても特別訪問看

護指示書の算定が可能であること、 

③②について、２回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーシ

ョンが週４日以上の訪問看護を実施した場合において、訪問看護基本療養費を算定

することが可能であること 

について示されたものであります。 

 つきましては、貴事業所におかれましても本件についてご了知いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 なお、自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者は、診療に基づき週

４日以上の頻回の訪問看護・指導が必要な患者に該当し得ること、また、「新型コロナウイ

ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 52）」（令和３年８月４日厚

生労働省保険局医療課事務連絡）で示された長時間訪問看護・指導加算（520 点）又は長

時間訪問看護加算（5,200 円）の取扱いについては、今回の取扱いにおいても適用されま

すことを申し添えます。 

 

 

記 

 

 

 



問１ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 53）」

（令和３年８月 11 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「８月 11 日事務連絡」と

いう。）の問２に示される患者に対して、14 日を超えて週４日以上の頻回の訪問看護・

指導が一時的に必要な場合において、同一月に更に 14 日を限度として在宅患者訪問看

護・指導料を算定することが可能か。 

（答）可能。なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬

上の臨時的な取扱いについて（その 61））の発出日以降適用される。 

 

 

問２ ８月 11 日事務連絡の問２について、14 日を超えて週４日以上の頻回の訪問看護が一

時的に必要な場合において、特別訪問看護指示書を月２回交付した場合に、２回目の交付

についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能か。 
（答）可能。なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬

上の臨時的な取扱いについて（その 61）の発出日以降適用される。 

 

 
問３ 問２について、２回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーシ

ョンが週４日以上の訪問看護を実施した場合において、訪問看護基本療養費を算定する

ことが可能か。 

（答）可能。 

 

 

以上 



事 務 連 絡 

令和３年９月９日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その61） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱

い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下

の保険医療機関及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。 

以上

御中

別　紙



（別添） 

（答）可能。なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 61））の発出日以降適用される。 

（答）可能。なお、この取扱いは、本事務連絡（新型コロナウイルス感染症に係る診

療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 61））の発出日以降適用される。 

問３ 問２について、２回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護

ステーションが週４日以上の訪問看護を実施した場合において、訪問看護基本

療養費を算定することが可能か。

（答）可能。 

問１ 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

（その 53）」（令和３年８月 11 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「８

月 11 日事務連絡」という。）の問２に示される患者に対して、14 日を超えて

週４日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月に

更に 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定することが可能か。 

問２ ８月 11 日事務連絡の問２について、14 日を超えて週４日以上の頻回の訪問

看護が一時的に必要な場合において、特別訪問看護指示書を月２回交付した場

合に、２回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能

か。 


